
 

資料７ 

 
 
 
 

さいたま都市計画地区計画の変更について 

【大門下野田地区／大門地区／宮前地区】 

 
 
 
 

都市計画法第１６条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

／都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

 
 
 
 

【議案第４３３号関係】 
 



 
 

【対象地区】 

 大門下野田地区 

 

１ 都市計画法第１６条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間等 

縦覧の告示 令和６年８月７日 

縦覧の期間 令和６年８月７日 から 令和６年８月２１日まで 

意見書の提出期間 令和６年８月７日 から 令和６年８月２８日まで 

縦覧者数 ０名 

 

（２）意見書の提出状況 

 ０通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

 － 

 

２ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間等 

縦覧の告示 令和７年１月１７日 

縦覧の期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 

意見書の提出期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 

縦覧者数（窓口） ５名 

閲覧件数（ウェブ） 

３４５件 

※議案４２７号～４３３号の図書を掲載した市ウェブ

ページの閲覧件数（上記縦覧の期間内に限る） 

 

（２）意見書の提出状況 

 ０通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

 － 

議案第４３３号 

 さいたま都市計画地区計画の変更について 



【対象地区】 

 大門地区 

 

１ 都市計画法第１６条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

 

（１）縦覧の期間及び縦覧者数 

縦覧の告示 令和６年８月７日 

縦覧の期間 令和６年８月７日 から 令和６年８月２１日まで 

意見書の提出期間 令和６年８月７日 から 令和６年８月２８日まで 

縦覧者数 ２名 

 

（２）意見書の提出状況 

 １通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

意見の要旨 意見に対する市の見解 

1.地区計画の策定及び区画整理長期

未着手地域の解消を以って市の関

与を終了とせず、大門地区内の都市

計画道路の未整備区間について、速

やかに整備に着手してほしい。 

 

1.本市では、「さいたま市道路網計画」に位

置付けられた都市計画道路をはじめとす

る幹線道路を優先的に整備するため、「さ

いたま市道路整備計画」を策定し、限ら

れた財源の中で早期に整備効果の発現が

期待される路線を選定し、事業を実施し

ている。 

 御意見のあった都市計画道路大門中野田

線については、「さいたま市道路網計画」

において「存続路線」として位置付けら

れており、土地区画整理事業の長期未着

手地区解消後は、土地区画整理事業によ

らない街路事業などによる整備となる。 

 

 

２ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間等 

縦覧の告示 令和７年１月１７日 

縦覧の期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 

意見書の提出期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 



縦覧者数（窓口） ５名 

閲覧件数（ウェブ） 

３４５件 

※議案４２７号～４３３号の図書を掲載した市ウェブ

ページの閲覧件数（上記縦覧の期間内に限る） 

 

（２）意見書の提出状況 

 ０通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

 － 

 



【対象地区】 

 宮前地区 

 

１ 都市計画法第１６条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間等 

縦覧の告示 令和６年６月１７日 

縦覧の期間 令和６年６月１７日 から 令和６年７月１日まで 

意見書の提出期間 令和６年６月１７日 から 令和６年７月８日まで 

縦覧者数 ３名 

 

（２）意見書の提出状況 

 ０通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

 － 

 

２ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間等 

縦覧の告示 令和７年１月１７日 

縦覧の期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 

意見書の提出期間 令和７年１月１７日 から 令和７年１月３１日まで 

縦覧者数（窓口） ５名 

閲覧件数（ウェブ） 

３４５件 

※議案４２７号～４３３号の図書を掲載した市ウェブ

ページの閲覧件数（上記縦覧の期間内に限る） 

 

（２）意見書の提出状況 

 ０通 

 

（３）意見の要旨及び市の見解 

 － 

 

 








